
日本司法支援センターにおける契約の点検結果 

 

日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）が平成２０年度に

締結した契約案件について、総務部財務会計課から提出された別添資料に基づ

き点検を行った。監事としての意見は下記のとおりである。 

 

１ 随意契約の件数について 

  別添資料中の第１表「総表」に示されるように、「競争性のない随意契約」

の件数割合は７２．２６％なっているところ、その事情は、別添資料中の「『平

成２０年度日本司法支援センター契約状況表』附属説明書」（以下「附属説

明書」という。）記載のとおりと認められ、特段問題ない。 

 

２ 昨年度の点検結果（平成１９年度に締結した契約を対象とするもの）にお

いて、一般競争契約への移行を検討すべきであるとの指摘をした契約の改善

状況は以下のとおりである。 

（１）「図書の購入契約」 

   別添資料中の第２表の１「競争契約一覧表」のＮｏ．18「地域事務所業

務用書籍」にあるとおり、一般競争契約に移行していることから、改善さ

れていることが認められる。 

（２）「社会保険関係規程作成等に関する委託契約」 

   平成２０年度契約については、昨年１０月の点検時点において、契約締

結済みであったため、随意契約となっているが（別添資料中の第３表「随

意契約一覧表」のＮｏ．98）、附属説明書に記載のとおり、平成２１年度

契約においては、一般競争契約に移行していることから、既に改善されて

いることが認められる。 

 

３ その他個別の随意契約に対する指摘 

  その他の個別の随意契約については、別添資料中の第３表「随意契約一覧

表」及び附属説明書の２の（１）から（３）及び（５）に記載されていると

おりである。このうち、（１）から（３）については、附属説明書に記載さ

れているとおりであり随意契約としたことに理由がある。（５）については、

平成２１年度契約においては、一般競争契約に移行しており、改善されてい

ることが認められる。 

      

４ 予定価格及び落札率の公表について 



  支援センターにおいては、予定価格及び落札率を公表していないが、その

理由については、附属説明書において「予定価格及び落札率を明らかにする

と、それ以降の同種の契約に際して予定価格が推認され、その結果、①談合

等の場合の協定価格に利用されるおそれがある、②競争契約に限らず契約の

相手方が１者（社）に限られる競争性のない随意契約（いわゆる性質随契）

案件においても、契約金額が高止まりする等の弊害を生じやすい」との説明

がされており、支出の抑制の観点から了解可能なものである。 

   なお、政府内の省庁や独立行政法人の中には、これらを公表している省庁

等も存在しているところではあるが、支援センターの行った各種契約は、通

常業務に伴って今後も同種契約が繰り返されることが見込まれるものである

から、その予定価格及び落札率を公表した場合には、支援センターが指摘す

る上記のような弊害が生じることもあり得るところであって、支援センター

の取扱いには合理性があると考える。 

 

５ 包括的随意契約条項の削除について 

  契約事務取扱細則第２３条第２項第５号において、理事長が事業運営上特

に必要があると認めた場合には随意契約を締結することができる旨を規定し

たいわゆる包括的随意契約条項が存在していた。しかしながら、契約手続等

の透明性、公正性等を確保するためには、あらかじめ想定される随意契約に

ついて、可能な限り具体的に規定する必要があること、本規定が安易かつ恣

意的に運用された場合の弊害が大きいことにかんがみると、本規定を存続さ

せる場合には特段の必要性の検証を要するところである。この点、支援セン

ターにおいては、これまで本規定が適用された契約はなく、他の随意契約条

項による運用で足りること等を考慮して、同細則の一部改正を行っており、

その結果、本規定が削除されたことを確認した（平成２１年６月２２日改正、

７月１日施行予定）。 

 

６ 総括 

  附属説明書の４に記載されているように、支援センターの契約事務は、総

務部財務会計課でそのほとんどを行っており、また、同課では、地方に委譲

する契約権限等をより少なくし業務をより効率的に行うとの考えから、支援

センターの会計に関するすべての業務を行っている。 

  支援センター財務会計課は課長以下８人で構成されており、体制的に十分

とは言えないが、昨年度指摘した契約案件については既に改善され、また、

これまで随意契約を締結していた契約案件についても、その妥当性を検討し



一般競争契約に移行するなどしていることから、適切に契約事務を行ってい

るものと認められる。 

 

 

             平成２１年６月２６日 

 

                             日本司法支援センター 

 

                 監 事  馬 場  義 宣 

 

                                 監 事  羽 田  悦 朗 
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